
公証人がいない地域の地方法務局支局における公証事務取扱い廃止に反対し、

公証事務の取扱いの拡大と周知を求める会長声明

１ 公証制度は、私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定

化を図ることを目的とした制度である。公証事務は、公正証書遺言を含む公

正証書の作成のほか、株式会社の定款・私署証書に対する認証の付与、確定

日付の付与など多岐にわたるものであり、地域の市民が等しく利用すること

ができなければならない。

２ 公証事務は原則として公証人が担うことになっているが、法務大臣は、公

証人法第８条の規定により、地方法務局支局等の管轄区域内に公証人がいな

い場合等に当該地方法務局支局等に勤務する法務事務官に公証人の職務を行

わせることができるとされている。同制度は、公証事務の重要性に鑑み、公

証人がいない地域の市民も公証事務を容易に利用することができるようにす

るために設けられたものである。

３ ところが、法務大臣は、令和２年７月１日から、福井地方法務局小浜支局、

秋田地方法務局本荘支局、秋田地方法務局大曲支局及び旭川地方法務局留萌

支局の４支局における公証事務の取扱いを廃止した。公証人がいない地域に

おける地方法務局支局の公証事務の取扱いの廃止は、当該地域の市民の公証

事務へのアクセスを阻害するものである。

４ 長野県内においては、長野地方法務局飯山支局及び同大町支局において、

上記公証事務が取り扱われている。しかし、同木曽支局においては、保護命

令の申立てに必要な宣誓認証以外の公証事務は取り扱われていない。それ故、

同管轄区域内の市民が保護命令の申立てに必要な宣誓認証以外の公証事務を

利用する場合には、遠方の公証役場までの移動を余儀なくされている。同木

曽支局においても、保護命令の申立てに必要な宣誓認証の取扱いに加えて他

の公証事務についても、当該地域の市民の公証事務へのアクセス保障の観点



からは、同様に取扱いを行う必要がある。

５ また、地方法務局支局において公証事務を取り扱っていることについては、

公証事務の取扱いがある地方法務局支局のホームページにも取扱い業務とし

て掲載されていない状況であり、十分な周知がなされていない。十分な周知

がなされていないことが、地方法務局支局における公証事務の利用を阻害し

ていると考えられる。

６ よって、当会は、法務大臣に対し、上記地方法務局４支局における公証事

務取扱い廃止に反対するともに、長野地方法務局木曽支局を含む公証人がい

ない地域における地方法務局支局についても公証事務の取扱いを拡大するこ

とを求める。加えて、公証事務の取扱いのある法務局支局については、市民

に対し、取扱い事務に公証事務が含まれること及び取扱いのある公証事務の

内容を積極的に周知することを求める。
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